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【新学則】 

文化女子大学長野専門学校学則  

 

 

   第 １ 章 総  則 

 

（目的） 

第１条 本校は、教育基本法、学校教育法、児童福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福

祉士法及び介護保険法に基づき、幼児教育、保育、児童福祉、介護福祉、社会福祉、精神保

健福祉等に必要な専門的知識及び技術を授け、それぞれの分野に貢献する人材を養成するこ

とを目的とする。 

 

（名称） 

第２条  本校は、文化女子大学長野専門学校と称する。 

 

（位置） 

第３条 本校は、長野市上千田１４１番地におく。 

 

 

 

   第 ２ 章 課程、学科、修業年限 

            収容定員及び教育課程 

 

（課程、学科、修業年限、及び収容定員） 

第４条 本校の課程、学科、修業年限、及び収容定員は、次のとおりとする。 

課   程 学   科 修業年限 入学定員 
１学年の

学級数 
総定員 

教育・社会福祉専門課程 保 育 科       ２年 ５０名 １  １００名 

教育・社会福祉専門課程 健康福祉学科       ２年 ２０名 １    ４０名 

教育・社会福祉専門課程 社会福祉学科 ３年 ２０名 １  ６０名 

教育・社会福祉専門課程 社会福祉高度専門士科  ４年 ４０名 １ １６０名 

教育・社会福祉専門課程 介護福祉専攻科 １年 ４０名 １    ４０名 

 

（教育課程） 

第５条 本校の教育課程は、別表１（保育科）、別表２（健康福祉学科）、別表３（社会福祉学科）、

別表４（社会福祉高度専門士科<平成21年度入学より>）、別表５（社会福祉高度専門士科<

平成20年度入学>）、及び別表６（介護福祉専攻科）のとおりとする。 
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   第 ３ 章 履修方法 

 

（履修方法）  

第６条 学科の教科目の履修方法等は、次のとおりとする。 

(1) 保育科の課程を修了するためには、２年以上在学し、別表１の教育課程の定めるところに  

より、所定の教科目を履修し、卒業要件として所定の単位、並びに各学年共９１０時間以

上修得を必要とする。 

(2) 健康福祉学科の課程を修了するためには、２年以上在学し、別表２の教育課程の定めると

ころにより、所定の教科目を履修し、卒業要件として所定の単位、並びに各学年共９１０

時間以上修得を必要とする。 

(3)  社会福祉学科の課程を修了するためには、３年以上在学し、別表３の教育課程の定めると

ころにより、所定の教科目を履修し、卒業要件として所定の単位、並びに各学年共９１０

時間以上修得を必要とする。 

(4)  社会福祉高度専門士科の課程を修了するためには、４年以上在学し、別表４<平成21年度

入学より>、または別表５<平成20年度入学>の教育課程の定めるところにより、所定の教科

目を履修し、卒業要件として所定の単位、並びに各学年共９１０時間以上修得を必要とす

る。 

(5)  介護福祉専攻科の課程を修了するためには１年以上在学し、別表６の教育課程に定める所

定の単位の修得を必要とする。 

 

２ 資格取得のための履修方法は、次のとおりとする。 

(1) 幼稚園教諭２種免許状を得ようとする者は、別表１の教育課程を履修し、別表７における

教育職員免許法に規定するところの所要単位を修得しなければならない。 

(2) 保育士資格を得ようとする者は、別表１の教育課程を履修し、別表８における児童福祉法

施行規則第６条の２第１項第３号に規定するところの所要単位を修得しなければならない。 

(3) 精神保健福祉士の受験資格を得ようとする者は、別表２、別表３、別表４<平成21年度入学

より>、または別表５<平成20年度入学>の教育課程を履修し、別表９<平成21年度入学より

>、または別表１０<平成20年度入学>における精神保健福祉士法第７条に規定するところ

の所要単位を修得しなければならない。 

(4) 訪問介護員の資格を得ようとする者は、別表２、または別表３の教育課程における介護保

険法施行令第３条第１項第２号に規定するところの所要単位を修得しなければならない。 

(5) 社会福祉士の受験資格を得ようとする者は、別表３、別表４<平成21年度入学より>、また

は別表５<平成20年度入学>の教育課程を履修し、別表１１<平成21年度入学より>、または

別表１２<平成20年度入学>における指定科目を修め、社会福祉士及び介護福祉士法第７条

に規定するところの所要単位を修得しなければならない。 

(6) 社会福祉高度専門士科において介護福祉士の資格を得ようとする者は、別表４<平成21年度

入学より>、または別表５<平成20年度入学>の教育課程を履修し、別表１３<平成21年度入

学より>、または別表１４<平成20年度入学>における社会福祉士及び介護福祉士法第３９

条の（一）に規定するところの所要単位を修得しなければならない。 

(7) 介護福祉専攻科において介護福祉士の資格を得ようとする者は、別表６の教育課程を履修

し、社会福祉士及び介護福祉士法第３９条の（三）に規定するところの所要単位を修得し

なければならない。  
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（単位の基準） 

第７条  第５条に規定する授業科目に対する単位数は、１単位の履修時間を教室内及び教室外を合わ

せて４５時間とし、次の基準により計算するものとする。 

      (1) 講義については、１５時間の授業をもって１単位とする。 

      (2) 演習については、３０時間の授業をもって１単位とする。 

(3)  実習及び実技については、４５時間の授業をもって１単位とする。 

 

 

 

   第 ４ 章 学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第８条 学年は、４月１日より始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（学期） 

第９条  学年を次の２学期に分ける。 

前 期   ４月１日から９月３０日まで 

後 期    １０月１日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第１０条 休業日は次のとおりとする。 

      (1) 日曜日 

      (2) 毎月第２・第４土曜日 

      (3) 国民の祝日に関する法律に規定する日 

       (4) 夏季、冬季、年度末（初）休業日は校長が定めた日 

   ただし、休業日に補習授業（実習を含む）を行うことがある 

       (5) 学園創立記念日 

       (6) その他校長が必要と認めた日 

 

 

 

  第 ５ 章 授業の日時数、始業及び終業 

           の時刻並びに教員組織 

 

（授業日時数） 

第１１条  本校の授業日時数は、次のとおりとする。 

        (1) 年間授業日時数  ３５週  ９１０時間以上 

        (2) 週授業日時数        ６日      ３５時間以上 

 

（始業及び終業の時刻） 

第１２条 本校の始業及び終業の時刻は、それぞれ午前９時及び午後４時４０分とする。 

２ 前項の時刻は、季節により多少変更することがある。 
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（教職員組織） 

第１３条 本校に、校長、副校長、教授、准教授、助教、講師、事務長、事務職員、校医、及びその

他の職員をおく。  

    ２ 職員の業務は、次のとおりとする。 

(1) 校長は、校務を総理し所属職員の統轄をする。 

(2) 副校長は、校長を補佐して校務を掌理する。 

(3) 教授は、学生の教授及び指導に当たるとともに、校長の命を受けて校務を掌る。 

(4) 准教授、及び助教は、教授に代わって学生の教授及び指導に当たるとともに、校長の命

を受けて校務を掌る。 

(5) 講師は、教授または准教授の職務に準ずる。 

(6) 事務長は、校長を補佐して所属職員を監督し事務を掌理する。 

(7) 事務職員は、上司の命を受けて事務を掌る。 

(8) 校医は、校長の命を受けて学生、職員の保健管理について医務を掌る。 

 

 

 

   第 ６ 章  教 授 会 

 

（教授会組織） 

第１４条 教授会は、校長、副校長、教授、准教授、助教、専任の講師、及び事務長をもって組織し、

次の事項について協議をする。 

       (1) 学生の学習、及び生活指導に関する事項 

        (2) 学術の研究に関する事項 

        (3) 教育上必要な施設、及び設備に関する事項 

        (4) 学習の評価、及び学生の進退に関する事項 

        (5) 学則の改廃に関する事項 

        (6) その他、校長が必要と認めた事項 

 

（委員会組織） 

第１５条 委員会は、必要に応じて校長が招集し、諮問事項について協議する。 

２ 委員会の内規については別に定める。 

 

 

 

   第 ７ 章 入学、退学、休学、転学、 

        編入学、再入学及び除籍 

 

（入学の時期） 

第１６条 学生の入学は毎年４月とする。 

 

（入学資格） 

第１７条 保育科、健康福祉学科、社会福祉学科、及び社会福祉高度専門士科の入学資格は、次の各

号のいずれかに該当する女子とする。 
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(1) 高等学校を卒業した者 

(2) 専修学校の高等課程を卒業した者 

(3) 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者 

         (4) 大学入学資格検定規定により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者 

     (5) 高等学校卒業認定試験に合格した者 

        (6) その他、校長が入学資格があると認定した者 

２ 介護福祉専攻科の入学資格は、児童福祉法施行規則第６条の２第１項第３号に掲げ 

      る施設を卒業し保育士資格を有する女子とする。 

 

（入学志願の手続） 

第１８条 入学を願い出る者は、所定の入学願書に前条各号のいずれかに該当することを証明する書

類、及びその成績証明書など本校指定の書類に入学検定料を添えて、所定の期日までに提出

しなければならない。 

 

（入学者選考） 

第１９条 本学の入学は、ＡＯ入学選考、推薦入学選考及び試験入学選考とする。入学選考に関する

事項は、別に定める。 

 

（入学の許可及び入学の手続） 

第２０条 入学を許可された者は、指定の期日までに所定の入学手続をしなければならない。 

 

（退学、休学、転学、復学、編入学及び再入学） 

第２１条 退学、休学、転学又は復学をしようとする者は、その理由と時期を明記して保証人と連署

のうえ、校長に願い出てその許可を得なければならない。 

２ 他の大学、短大、及び専門学校から本校へ、本校から他の専門学校へ編入学しようとする 

     者は、所定の手続きをとらなければならない。 

３ 健康福祉学科から社会福祉学科への編入学をしようとする者は、所定の手続きをとらなけ

ればならない。 

４ 社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則（昭和62年厚生省令第50号）

５条１項より３項で定められた介護福祉士養成施設（大学、短期大学、専修学校）を卒業

し、介護福祉士の資格または受験資格を有する者で、社会福祉高度専門士科の３年次に編

入学をしようとする者は、欠員のある場合に限り、別に定めるところにより、選考のうえ

入学を許可する。 

５ 前項の定めにより、編入学を許可された者の、すでに履修した指定科目および単位数なら

びに在学すべき年数の認定は教授会が行う。 

   ６ 介護福祉専攻科については、転学、及び編入学を認めない。 

７ 退学者で再入学を願い出た者については、正当な事由があると認めた場合、退学許可後 

1ヵ年以内に限り、無試験により原籍に再入学することができる。 

 

 

（除籍） 

第２２条 学生が次の各号に該当する場合、校長はこれを除籍することがある。 

        (1) 心身の故障により成業の見込みのない者。 
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        (2) 授業料等正当な理由がなく所定の納入期限を３ケ月以上経過してもなお滞納している者。 

 

 

 

第 ８ 章  研究生、科目等履修生 

及び聴講生 

 

（研究生、科目等履修生及び聴講生） 

第２３条 第１８条および第１９条の規定によらないで、本校において授業科目を履修しようとする

者があるときは、研究生、科目等履修生及び聴講生として入学させることができる。 

２  研究生は、専門学校、短期大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められ

る者で、本校において特定の専門事項について研究することを志願する者。 

３  科目等履修生は、第17条各号のいずれかに該当する者で、本校において一又は複数の授業

科目の単位の修得を志願する者。 

４  聴講生は、本校において一又は複数の授業科目を履修することを志願する者。 

第２４条 研究生、科目等履修生及び聴講生として入学を志願する者があるときは、正規の学生の学

習に妨げがない限り選考の上これを許可する。 

第２５条 研究生、科目等履修生及び聴講生がその履修した科目について試験を受け、合格したとき

は、単位を授与し、本人の請求によって証明書を交付する。 

第２６条 研究生、科目等履修生及び聴講生については、正規の学生に関する規定を準用する。 

２ 研究生、科目等履修生及び聴講生は別表１５に従い、聴講料を納めなければならない。 

   ３ 本校において、研究生、科目等履修生及び聴講生として入学を希望する場合は、それぞれ

規定の届け出書類を提出しなければならない。 

 

 

 

   第 ９ 章  学習評価及び卒業 

 

（学習評価） 

第２７条 履修した授業科目の単位認定は、試験、論文等により行う。ただし、各科目の学則に定め

る授業時数の３分の２以上出席しなかった場合又は精神保健福祉援助実習、社会福祉援助

技術現場実習、介護実習については、５分の４以上出席しなかった場合は試験を受けるこ

とができない。 

２ 試験等による評価・成績は、優（８０点以上）、良（７０点以上）、可（６０点以上）及  

     び不可（５９点以下）とし、不可の場合は単位不認定とする。 

３ 単位不認定となった科目については、本人の申請により追・再試験を行うことができる。 

４ 追・再試験に関する事項は、別に定める。 

 

（卒業） 

第２８条 校長は、保育科、及び健康福祉学科においては２年以上、社会福祉学科においては３年以

上、社会福祉高度専門士科においては４年以上、介護福祉専攻科においては１年以上在学

し、第６条に規定する履修方法により所定の課程を修了した者について、卒業の認定を行

う。 

pdf2/b15.pdf
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２ 卒業を認定した者には、卒業証書を授与するものとする。 

３ 保育科、健康福祉学科、及び社会福祉学科において卒業の認定をした者には、専門士の称

号を授与するものとする。 

４ 社会福祉高度専門士科において卒業の認定をした者には、高度専門士の称号を授与するも

のとする。 

 

 

 

   第 １０ 章 入学検定料、入学金、授業料 

            及びその他の費用 

 

（入学検定料、入学金、授業料及びその他の費用） 

第２９条 本校の入学検定料、入学金、授業料、及びその他の費用は、別表１５のとおりとする。 

 

（授業料等の納付方法） 

第３０条 授業料、及びその他の費用（以下「授業料等」という。）は、２期に分割し、次に掲げる

期日までに納入しなければならない。 

       前期分     ４月１日から ４月１０日まで（新規入学生にあっては入学手続時） 

後期分   １０月１日から１０月１０日まで  

 

（授業料等の延納） 

第３１条 前条の規定にかかわらず特別の事由により、所定の期日までに納入することが困難な場合

は、願い出により延納を認めることがある。 

 

（退学、転学及び除籍の場合の授業料等） 

第３２条 退学者、転学者及び除籍者の授業料等は、許可日又は決定通知日の属する学期まで徴収す

る。 

 

 

（休学の場合の授業料等） 

第３３条 休学期間中は授業料等の学費は免除する。 

ただし、学期の途中で休学を許可された場合の当該学期の授業料等は全額納付するものと

する。 

 

 

（納付金の不還付） 

第３４条 すでに納入した入学検定料、入学金、授業料等は理由のいかんを問わず返還しない。 

ただし、入学を許可された者が入学年の３月３１日までに入学を辞退した場合の授業料

等はこの限りでない。 

 

（授業料等未納者の受験資格） 

第３５条 授業料等の未納者は、単位・資格認定試験を受けることができない。 
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   第１１章  賞 罰 

 

（表彰） 

第３６条 学業、性行ともに優れ、他の模範となる学生については、校長は教授会の議を経てこれを

表彰することができる。 

（懲戒） 

第３７条 学生が学則その他本校の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為のあったとき、 

校長は教授会の議を経て、その懲戒処分を行う。 

２ 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。 

３ 前項の退学処分は次の各号のいずれかに該当する学生に対して行うものとする。 

  (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

      (2) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 

 

 

   第１２章  付帯教育 

 

（付帯教育） 

第３８条 本校が設置している正規の課程のほかに校長が必要と認めた場合、付帯教育を開設するこ

とがある。 

２ 付帯教育に関する事項は、別に定める。 

 

 

 

 

附 則 

   １ この学則は昭和６１年４月１日から施行する。 

   ２ この学則を施行するために必要な事項は、校長が別にこれを定める。 

       但し、昭和６０年度入学者については、本学則を適用するが授業料等納付金は従前 

     のとおりとする。 

附 則 

   １ この学則は昭和６３年４月１日から施行する。 

   ２ この学則の施行日現在第２学年に在籍する者の納付金等は従前の額とする。 

附 則 

   １ この学則は昭和６４年４月１日から施行する。 

   ２ この学則の施行日現在第２学年に在籍する者の納付金等は従前の額とする。 

附 則 

   １ この学則は平成元年４月１日から施行する。 

   ２ この学則の施行日年度現在第１学年に在籍する者の納付金（前期分）については従 

     前の額とする。 

附 則 



 9 

     この学則は平成２年４月１日から施行する。 

附 則 

     この学則は平成３年４月１日から施行する。 

附 則 

     この学則は平成４年４月１日から施行する。 

附 則 

     この学則は平成６年４月１日から施行する。 

附 則 

     この学則は平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

     この学則は平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

     この学則は平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

     この学則は平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

     この学則は平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

   １ この学則は平成１７年４月１日から施行する。 

   ２ この学則の施行日年度に在籍する者の納付金については従前の額とする。 

附 則 

     この学則は平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

   １ この学則は平成１９年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行日年度に在籍する者の納付金については従前の額とする。 

附 則 

  この学則は平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

  この学則は平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

  この学則は平成２２年４月１日から施行する。 

 


